
○大府市認知症高齢者等の見守り及び個人賠償責任保

険事業実施要綱 
 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、大府市認知症に対する不安のないまちづくり推進条例（平成２９年

大府市条例第２７号）の理念に基づき、自力で外出することが可能で行方不明となるお

それのある認知症高齢者等（認知症の疑いのある者並びに若年性認知症者及びその疑い

のある者を含む。以下「認知症高齢者等」という。）及びその家族に対し実施する、お

おぶ・あったか見守りネットワーク事業及び個人賠償責任保険事業（以下これらを「事

業」という。）の実施について必要な事項を定めるものとする。 

（事業内容） 
第２条 事業の内容は、次のとおりとする。 
 ⑴ 認知症高齢者等の登録に関すること。 

⑵ 捜索協力者の募集及び登録に関すること。 
⑶ 認知症高齢者等の捜索及び連絡体制の構築に関すること。 
⑷ 愛知県、他市町村、関係機関、協力機関及び市民の連携に関すること。 
⑸ 認知症高齢者等の身元確認調査に関すること。 

 ⑹ 認知症高齢者等の個人賠償責任保険事業に関すること。 
⑺ その他事業の推進に関すること。 
（登録対象者） 

第３条 前条第１号の登録の対象者（以下「登録対象者」という。）は、本市に居住し、住

民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき、本市の住民基本台帳に記録されて

いる者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。 
 ⑴ 認知症高齢者等 

⑵ 自力で外出することが可能で行方不明となるおそれのある障がい者 
 （届出） 
第４条 第２条第１号の登録を受けようとする者は、おおぶ・あったか見守りネットワー

ク事業登録届（第１号様式）により市長に届け出るものとする。 
２ 市長は、前項の規定による届出があった場合は、その内容を登録するものとする。 
３ 登録内容を変更し、又は登録を廃止しようとする者は、おおぶ・あったか見守りネッ

トワーク事業変更・廃止届（第２号様式）により市長に届け出るものとする。 
４ 市長は、前項の規定による届出があった場合は、登録内容を変更し、又は登録を廃止

するものとする。 
５ 第１項及び第３項の規定による届出ができる者は、登録対象者本人、登録対象者の親

族若しくは成年後見人、登録対象者が入所する介護保険施設等の職員又は登録対象者に

係る行方不明届を警察署に提出する権限を有する者とする。 
（捜索協力者の募集・登録） 

第５条 市長は、地域の見守り体制を強化するため、捜索協力者を募り、登録を行うもの



とする。 
２ 前項に規定する捜索協力者の登録及び登録の廃止は、メール配信システムにおいて行

うものとする。 
３ 市長は、捜索協力者に対して、次条第２項に規定する電子メールによる配信のほか、

認知症に関する情報を配信するものとする。 
（連絡及び捜索） 

第６条 第４条第５項に規定する者は、当該届出に係る登録対象者が行方不明となったと

きは、警察署に行方不明届を提出するとともに、市長へ捜索協力を依頼することとする。 
２ 市長は、前項の規定による依頼に基づき、捜索協力者に対して、行方不明となった当

該届出に係る登録対象者（以下「行方不明者」という。）に関する情報及び行方不明時

の状況を電子メールにより配信し、捜索を依頼するものとし、捜索協力者は、可能な範

囲で捜索に協力するものとする。 
３ 市長は、大府市地域見守り活動に関する包括協定を締結した事業者及び関係機関に対

して行方不明者の捜索を依頼するものとし、当該事業者は、可能な範囲で捜索に協力す

るものとする。 
４ 市長は、必要に応じて、愛知県及び他市町村に対して、広域での行方不明者の捜索協

力依頼を行うものとする。 
５ 市長は、行方不明者の発見の連絡を受けた場合は、捜索協力者並びに第３項の事業者

及び関係機関にその旨を連絡するものとする。 
６ 市長は、愛知県及び他市町村から身元確認調査又は認知症高齢者等の捜索依頼があっ

た場合は、捜索協力者並びに第３項の事業者及び関係機関に対して情報を提供し、協力

を依頼するものとする。 
（個人賠償責任保険） 

第７条 市は、保険会社と保険契約を締結し、保険料を支払うものとする。 
２ 個人賠償責任保険の対象となる者は、認知症高齢者等で、第４条第２項の規定により

登録を受けた者のうち、在宅で生活するものとする。 
３ 個人賠償責任保険に加入しようとする者は、第４条第１項の規定による届出（同条第

３項の規定による変更の届出を含む。）の際に、その旨を市長に届け出るものとする。 
 （事故発生時の報告） 
第８条 第４条第５項に規定する者（第３条第１号に該当する登録対象者に係る届出に限

る。）は、保険契約に該当する事故が起こった場合は、事故報告書を市長に提出するも

のとする。 
２ 市長は、前項の事故報告書の提出を受けた場合は、保険会社が指定する受付窓口に当

該事故報告書を提出するものとする。 
３ 保険会社は、前項の規定による事故報告書の提出があった場合は、提出があった月の

翌月１０日までにその対応状況を市長に報告しなければならない。 
 （約款及び特約条項） 
第９条 個人賠償責任保険事業の実施に当たっては、この要綱に定めるもののほか、保険

契約に適用される約款及び特約条項の定めるところによる。 
（守秘義務） 



第１０条 事業に携わるものは、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）

及び個人情報の保護に関する法律施行令（平成 15 年政令第 507 号）に基づき、個人情

報保護の重要性を認識し、知り得た情報を事業の目的以外では他人に漏らしてはならな

い。第４条第３項の規定により登録を廃止した場合も同様とする。 
（委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 
   附 則 

この要綱は、平成３０年６月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
 


